
建設業許可・経営事項審査の電子申請について

⑴ 概要

本県では，令和５年１月10日から，建設業許可・経営事項審査電子申請システムの運用が開始

されました（引き続き，紙による申請及び届出等も行うことができます）。

非対面での申請手続きを行うことができる環境を整備するため，国が整備したシステムを利用

した手続きとなっています。

手続き方法等，留意事項については，随時情報を掲載していきますので，ご確認の上，ご対応

をお願いします。

⑵ 申請方法等の流れ

①　申請者： ＧビズＩＤを取得 ⇒必ず取得が必要

　

②　申請者： ＪＣＩＰで電子申請

③　行政庁： 必要書類のチェック

④　行政庁： ＪＣＩＰで補正指示

⑤　申請者： 補正後に再申請

⑥　行政庁： 証紙の納付指示

⑦　行政庁： 納付確認

⑧　行政庁： 書類審査

⑨　行政庁： ＪＣＩＰで補正指示

⑩　申請者： 補正後に再申請

⑪　行政庁： 審査完了

⑫－１　行政庁： 通知書を郵送 ⑫－２　行政庁：
ＪＣＩＰ上で受付印等を
押印した書類を返却

手数料不要の手続き

（変更届等）の場合は

⑥，⑦の手続きはなし

・基本的に通知書（知事の公印があ

るもの）は郵送

・それ以外の書類（申請人副本の受

付印が押印されたもの等）はＪＣＩ

Ｐ上で返却

・通知書が発生しない手続き（変更

届等）の場合はＪＣＩＰ上で手続き

完了



⑶ 申請にあたっての留意事項等

① 共通事項

・ 申請者の入力画面については，行政庁側で確認することができませんので，入力方法等

のご質問等については，ＪＣＩＰヘルプデスク（0570-033-730 平日 9:00～17:00）へ

ご連絡ください。

・ 申請書類については，書面申請の場合と同一であり，システム上に入力できない添付書

類等は，漏れなく「その他の添付ファイル」に添付してください（県ホームページにあ

る「建設業許可に係る申請様式」「経営事項審査に係る申請様式」のページを参照）。

・ システムの仕様上，申請者が入力した項目については，行政庁での修正等はできません

ので，修正指示があった項目については漏れなく修正をお願いします。

・ 添付書類の原本確認は不要です。

② 建設業許可関連

・ 本システムでは，「事前認可」手続きは対応していませんので，事前認可の申請の場合

は，紙での申請をお願いします。

・ 証紙が必要な手続きの場合は，「納付指示」があり次第，お早めに郵送又は窓口で提出

をお願いします（電子納付には対応していません）。

・ 履歴事項全部証明書については，「登記情報提供サービス」で取得したものは証明書に

はなりません。

・ 各種審査のため，追加で提出書類をお願いする場合もありますので，ご了承ください。

③ 経営事項審査関連

・ 経営事項審査においては，有効期間がありますので，当面の間，原則として申請の締め

切り日等は以下のとおりとします。

【１回目の申請の締め切り日】

・申請者の経営事項審査の有効期間満了日の10日前まで（閉庁日を除く）

【補正完了後の最終提出の締め切り日】

・申請者の経営事項審査の有効期間満了日の５日前まで（閉庁日を除く）

＜締め切り日等の例＞

日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

10日前 ９日前 ８日前 ７日前 ６日前 × × ５日前 ４日前 ３日前 ２日前 １日前 × × ０日前

経営事項審査の
有効期間満了日

補正完了後の
最終提出の締め切り日

１回目の
申請の締め切り日



・ 「その他の添付ファイル」に，以下の書類を追加で添付してください。

Ａ 前回の経営事項審査の様式第二十五号の十四（「経営規模等評価申請書 経営規模

等評価再審査申立書 総業評定値請求書」）

Ｂ 前回の経営事項審査の別紙一（「工事種類別完成工事高 工事種類別元請完成工事

高」）

Ｃ 前回の経営事項審査の別紙二（「技術職員名簿」）

Ｄ 前回の経営事項審査の別紙三（「その他の審査項目（社会性等）」）

Ｅ 前回の経営事項審査の「建設機械の保有状況，ＩＳＯ等の取得状況一覧表」

Ｆ 直近年度の工事経歴書に記載された工事の「契約書または請求書」及び「元帳又は

通帳」

※ 全ての工事について添付するのではなく，各業種ごとに「官公庁元請工事」

「民間元請工事」「民間下請工事」それぞれにつき工事金額が一番大きいも

ののみを添付

※ 「官公庁元請工事」の場合には，以下の書類も追加で添付

・ 契約書表紙，工程表，現場代理人等選任通知書，目的物引受書

※ 工事進行基準を採用した請負工事については，以下の書類も追加で添付

・ 工事台帳，工事出来高報告書等

・ 従来から各会場で実施している対面での審査については，今後も継続して行います。


